
証券コード2806
平成28年６月３日

株 主 各 位
愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の１

代表取締役会長兼社長 古 里 親
　

第76回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第76回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否を

ご表示のうえ、平成28年６月22日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くだ

さいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年６月23日（木曜日）午前10時 (受付開始 午前９時)

2. 場 所 愛知県知多郡武豊町字大門田11番地

武豊町民会館 響きホール

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 第76期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（http://www.yutakafoods.co.jp）において修正後の事
項を掲載させていただきます。
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(添付書類）
事 業 報 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

1. 会社の現況に関する事項
　(1) 事業の経過及びその成果

　当期におけるわが国の経済は、企業収益・雇用・個人所得の改善が見られ景
気は概ね回復傾向に推移しましたが、原油価格の下落や欧州、新興国経済の先
行きの不透明感の増大及び米国の金融政策の影響など景気下振れリスクの懸念
があり、また、年明けから急激な円高等の兆候が現れ企業収益の悪化懸念が強
まり、依然として先行きは不透明な状況となっております。
　食品業界におきましては、食の安全・安心に対する関心が一層高まるととも
に、輸入原料を中心に原材料価格の上昇が依然続く状況にあり厳しい経営環境
が継続しております。
　このような状況の中で、当社は取引先のニーズを追求した提案型営業を強化
し、既存設備の活用を重点にチルド食品部門や即席麺部門では合理化、省力化
に取り組みました。さらに、全社あげての合理化活動を推進し、最も効率的な
オペレーション体制を構築しながら、経営効率の向上と利益目標の達成に取り
組んでまいりました。

安全面では品質保証部を充実し、製品や原材料受入れなどの検査の徹底を図
る体制として生産履歴管理システムを10月より稼働し、消費者の皆様に安心・
安全をお届けできる検査体制をさらに強化いたしました。
　以上の結果、当期の業績は、売上高は21,050百万円と前年同期と比べ95百万
円（0.5％）の減収となり、利益面につきましては、ローコストオぺレーション
体制の強化等により、営業利益は1,327百万円と前年同期と比べ230百万円
（21.0％）、経常利益は1,420百万円と前年同期と比べ250百万円（21.5％）、当期
純利益は942百万円と前年同期と比べ108百万円（13.0％）の増益となりました。
　セグメントの業績は次のとおりであります。
　液体調味食品部門は、市販用において「しらす丼のたれ」「南蛮漬けのもと」
を発売し、さらに、業務用調味液の売上が増加したため、売上高は3,548百万円
と前年同期と比べ416百万円（13.3％）の増収となり、セグメント利益（営業利
益）は398百万円と前年同期と比べ72百万円（22.2％）の増益となりました。
　粉粒体食品部門は、顆粒製品及び粉末スープの受託が伸び、また、「だし取り
職人シリーズ」において、野菜の旨味たっぷりの「野菜だし」を発売し、売上
高は4,806百万円と前年同期と比べ340百万円（7.6％）の増収となり、セグメン
ト利益（営業利益）は、「だし取り職人シリーズ」の販売強化による販売促進費
の効率的な使用に伴い174百万円と前年同期と比べ24百万円（16.6％）の増益と
なりました。
　チルド食品部門は、焼そば、生ラーメンの受託は好調でしたが、ゆで麺のアイ
テムが低調に推移し、売上高は3,251百万円と前年同期と比べ174百万円（5.1
％）の減収となり、セグメント利益（営業利益）は301百万円と前年同期と比べ
25百万円（7.8％）の減益となりました。
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　即席麺部門は、袋麺の受託が好調でしたが、カップ麺の受託が低調に推移し、

売上高は7,744百万円と前年同期と比べ536百万円（6.5％）の減収となり、セグ

メント利益（営業利益）は経費節減に努め424百万円と前年同期と比べ155百万

円（58.1％）の増益となりました。

　その他は、水産物の取扱いの減少に伴い、売上高は1,699百万円と前年同期と

比べ141百万円（7.7％）の減収となり、セグメント利益（営業利益）は28百万

円と前年同期と比べ2百万円（10.6％）の増益となりました。

　部門別売上高について取りまとめて表示しますと次のとおりであります。

年 度

部 門

前期(平成26年４月～27年３月) 当期(平成27年４月～28年３月) 前 期 比
増減(△)

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

液 体 調 味 食 品 3,131 14.8 　3,548 16.9 13.3

粉 粒 体 食 品 4,465 21.1 4,806 22.8 7.6

チ ル ド 食 品 3,426 16.2 3,251 15.4 △5.1

即 席 麺 8,281 39.2 7,744 36.8 △6.5

そ の 他 1,840 8.7 1,699 8.1 △7.7

合 計 21,145 100.0 21,050 100.0 △0.5

　(2) 設備投資の状況と資金調達の状況

　当期中に実施いたしました設備投資額は、405百万円であります。このうち主

なものは

本社工場 生産履歴管理システム177百万円、チルド食品製造設備99

百万円、即席麺製造設備55百万円
鳥取工場 粉粒体食品製造設備5百万円であります。

　なお、これらの設備投資に必要な資金は、自己資金により賄っております。

　(3) 対処すべき課題

　次期の見通しにつきましては、中国経済の減速や日銀のマイナス金利の導入

に加え、円高の影響等による企業収益の悪化が懸念されるなど、経営環境は依

然として厳しい状況で推移することが予想されます。

　食品業界におきましても、低価格志向・節約志向に伴う価格競争の激化によ

る厳しい経営環境が継続されるものと予想されます。また、人口減少と高齢化

の進展、食への安心・安全に対する意識の高まり、原材料価格の高騰など大き

な変化が起こっております。

　このような状況の中で当社は、品質第一の姿勢を貫き、安心・安全な製品を

提供することを基本として品質管理を徹底するとともに、生産面におきまして

は、人材育成の充実とローコストオペレーション体制を実現できるよう創意工

夫し、収益基盤の強化を図ってまいります。
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　また、既存設備の有効活用を推し進めていくとともに、新たな事業にも積極

的に挑戦して収益力を強化してまいります。

　さらに、企業活動における社会的責任の重さを充分認識し、環境保全活動へ

の取り組み、コンプライアンス体制の強化等を推進し、お客様に信頼される企

業を目指し、積極的に事業を展開し、社業の発展を図る所存であります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援、ご鞭撻を賜りますよ

うよろしくお願い申しあげます。

　(4) 財産及び損益の状況

期 別

区 分

第 73 期
(平成24年４月～
平成25年３月)

第 74 期
(平成25年４月～
平成26年３月)

第 75 期
(平成26年４月～
平成27年３月)

第76期（当期)
(平成27年４月～
平成28年３月)

売 上 高 21,475百万円 22,449百万円 21,145百万円 21,050百万円

経 常 利 益 1,310百万円 1,469百万円 1,169百万円 1,420百万円

当 期 純 利 益 811百万円 906百万円 834百万円 942百万円

１株当たり当期純利益 92円40銭 103円26銭 107円52銭 135円59銭

純 資 産 18,943百万円 19,544百万円 16,872百万円 17,463百万円

総 資 産 21,870百万円 22,593百万円 19,611百万円 20,455百万円

(注) 「１株当たり当期純利益」は期中平均株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基

づいて算出しております。

［第73期］

第73期は、原料コスト・エネルギーコストの上昇及び家庭用調味料製品の販売促進費の増加に

より、営業利益、経常利益及び当期純利益は前年同期と比べ減益となりました。

［第74期］

第74期は、即席麺が順調に推移し、増収増益となりました。

［第75期］

第75期は、原料コスト・エネルギーコストの上昇及び物流コストの増加により、営業利益、経

常利益及び当期純利益は前年同期と比べ減益となりました。

［第76期］

第76期は、前記「(1) 事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

　(5) 主要な事業内容

① 市販用及び業務用の液体調味食品及び粉粒体食品等の製造販売

② マルちゃん製品の液体調味食品、粉粒体食品、チルド食品及び即席麺等の受

託製造
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　(6) 主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地

本 社 工 場 愛 知 県 知 多 郡 武 豊 町

鳥 取 工 場 鳥 取 県 境 港 市

東 京 営 業 所 東 京 都 千 代 田 区

　(7) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減数 平 均 年 齢 平均勤続年数

348名 9名増 32.7歳 10.5年

(注) 上記従業員数には臨時従業員17名は含んでおりません。

　(8) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　 ア．親会社との関係

　当社の親会社は東洋水産株式会社で、同社は当社の株式を3,533千株（出資

比率40.0％）保有いたしております。

　当社は、東洋水産グループの一員として、東洋水産株式会社の即席麺では、

ノンフライカップ麺製造設備を有し、同グループ内における独自の地位を得

ております。また、チルド食品においては中部地区の生産・配送の拠点とし

て重要な役割を担っております。

イ．親会社等との間の取引に関する事項

当社は、親会社等との取引に関して、市場価格や市場金利を勘案し都度協

議の上決定しており、少数株主の利益を害することのないよう取引を行って

おります。また、当社取締役会においても同様の理由で、親会社との取引が

当社の利益を害するものではないと判断しております。

② 重要な子会社の状況

　該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
　(1) 発行可能株式総数 35,000,000株

　(2) 発行済株式の総数 6,948,794株(自己株式 1,883,517株を除く)

　(3) 株主数 2,142名

　(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

東 洋 水 産 株 式 会 社 3,533千株 50.85％

株 式 会 社 榎 本 武 平 商 店 210千株 3.02％

ユ タ カ フ ー ズ 従 業 員 持 株 会 178千株 2.56％

株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 101千株 1.46％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 101千株 1.45％

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 93千株 1.33％

株 式 会 社 愛 知 銀 行 85千株 1.22％

三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 80千株 1.15％

中 部 飼 料 株 式 会 社 80千株 1.15％

焼 津 水 産 化 学 工 業 株 式 会 社 76千株 1.09％

(注) 持株比率は自己株式（1,883,517株）を控除して計算しております。

　(5) その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
　(1) 取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長兼社長 古 里 親

代表取締役専務 橋 本 淳

常 務 取 締 役 堀 克 己 営業本部長

取 締 役 牧 清 忠 総務部長

取 締 役 川 合 信 市 生産本部長、鳥取工場長

取 締 役 大 茂 為 継 株式会社マルモ代表取締役社長

取 締 役 中 村 好 伸
株式会社カネナカホールディングス代表取締役
社長

常 勤 監 査 役 奥 田 裕 治

監 査 役 山 下 透 東洋水産株式会社監査役

監 査 役 津 田 明 人 税理士法人津田明人税理士事務所代表社員

(注) 1. 取締役大茂為継氏及び中村好伸氏は、社外取締役であります。

2. 監査役山下透氏及び津田明人氏は、社外監査役であります。

3. 監査役津田明人氏は、税理士、行政書士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。

4. 平成27年６月25日開催の第75回定時株主総会において、橋本淳氏と中村好伸氏は取締役に、

奥田裕治氏は監査役に就任いたしました。

5. 平成27年６月25日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって、近藤英次氏と中島祐司氏

は任期満了により取締役を退任し、須﨑尚孝氏は監査役を辞任いたしました。

6. 当社は、取締役の大茂為継氏と中村好伸氏及び監査役の津田明人氏を東京証券取引所及び

名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

　(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 ９名 74百万円（うち社外２名 5百万円）

監査役 ３名 15百万円（うち社外１名 3百万円）

(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。

2. 株主総会の決議により取締役の報酬は年額100百万円以内、ただし、これには使用

人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額は含みません（平成24年６月

27日定時株主総会決議)。監査役の報酬は年額30百万円以内となっております（平成

24年６月27日定時株主総会決議)。

3. 上記、報酬等の額には役員賞与金17百万円が含まれております。

4. 上記、報酬等の額には役員退職慰労引当金の繰入額7百万円が含まれております。

5. 上記支給額のほか、平成27年６月25日開催の第75回定時株主総会決議に基づき役員

退職慰労金を退任取締役１名に対し4百万円、退任監査役１名に対し7百万円を支給し

ております。

　 なお、この金額には当事業年度及び過年度の事業報告において開示した役員退職慰

労引当金11百万円が含まれております。
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　(3) 社外役員に関する事項

① 取締役 大 茂 為 継

ア．重要な兼職先と当社との関係

株式会社マルモの代表取締役社長であり、同社と当社との間には相互に

取引がありますが、その取引額は共に2％未満であります。

イ．当事業年度における主な活動状況

(ア)取締役会への出席状況及び発言状況

出席率は100％であります。

出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や

決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場か

ら意見を述べております。

② 取締役 中 村 好 伸

ア．重要な兼職先と当社との関係

株式会社カネナカホールディングスの代表取締役社長であり、同社の子

会社と当社との間には相互に取引がありますが、その取引額は共に2％未満

であります。

イ．当事業年度における主な活動状況

(ア)取締役会への出席状況及び発言状況

出席率は100％であります。

出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や

決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場か

ら意見を述べております。

③ 監査役 山 下 透

ア．重要な兼職先と当社との関係

東洋水産株式会社の監査役であり、同社は当社の親会社であります。

イ．当事業年度における主な活動状況

(ア)取締役会への出席状況及び発言状況

出席率は69％であります。

出席した取締役会においては、社外監査役として、毎回報告事項や

決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場か

ら意見を述べております。

(イ)監査役会への出席状況及び発言状況

出席率は71％であります。

出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告

をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、

必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

ウ．当社の親会社または親会社の子会社から当事業年度の役員として受けた報

酬等の額

16百万円

④ 監査役 津 田 明 人

ア．重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
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イ．当事業年度における主な活動状況
(ア)取締役会への出席状況及び発言状況

出席率は100％であります。

出席した取締役会においては、社外監査役として、毎回報告事項や

決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場か

ら意見を述べております。

(イ)監査役会への出席状況及び発言状況
出席率は100％であります。

出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告

をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、

必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

　
　(4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責
任に関し、法の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができ
る旨を定款に規定しており、社外取締役大茂為継氏と中村好伸氏及び社外監査
役津田明人氏との間で責任限定契約を締結しております。

　
5. 会計監査人の状況
　(1) 会計監査人の名称

　名古屋監査法人
　

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

15百万円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　15百万円
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠などが適切であるかどうかについての必要な検証を行った上で、会計監査人

の報酬等の額について同意いたしました。

　
　(3) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要が
あると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、
取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解
任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される
株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。

― 9 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 09時44分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



6. 会社の体制及び方針
　(1) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための

体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとお

りであります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア. 経営監督機能の強化と経営の透明性のさらなる向上を目指し、各業務執行

における個々の取締役の責任の所在を明確にする職務分掌と組織を整理する。

イ. 法令及び定款並びに社会規範に適合するための体制（以下「コンプライア

ンス体制」という）の強化を目的とする各種規程を定め、それらの規程に従

い、取締役は職務の執行をする。

ウ. 取締役の職務の執行が各種規程に基づき、適正に行われるよう取締役が相

互に監視する他、監査役の監査を受ける。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る各情報を保存

し、管理する。

③ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

ア. 損失の発生を未然に防止するため、業務の執行に伴うリスク要因を洗い出

し、リスク管理体制の構築及び運用を行う。

イ. 各部門の担当役員及び使用人は、リスク管理規程に従い、自部門に内在す

るリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、それ

らの状況を監督し、定期的に見直す体制を整備する。

ウ. 各部門は、自部門のリスク管理の状況を定期的に内部監査部に報告する。

また、内部監査部は、リスク管理の状況を正確に把握できる体制を整備し、

必要に応じて独自に監査し、その状況を逐次取締役会に報告する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア. 各社及び各部門における事業の効率性を確保する職務分掌と組織を整理し、

取締役は職務分掌に従い職務を執行する。

イ. 原則として毎月１回取締役会を開催する他、必要に応じて、業務執行上の

重要事項について審議する経営戦略会議等を開催し、迅速な意思決定を行い

機動的に業務執行する体制を維持するとともに情報の共有化を図る。

ウ. 東洋水産グループ全社の事業情報を収集することにより、業務執行の適正

化及び効率化を図る。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア. 使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保

するための体制を整備し、コンプライアンスに係る規程類を制定並びに研修

等のコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンスの徹底を図

る。

イ. 使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合しているか監査

し、その改善に努める。
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⑥ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

ア. 東洋水産株式会社の内部統制を推進する組織との連携体制を構築する。

イ. 東洋水産株式会社の内部統制関連諸規程を準拠する。また、業務の適正の

確保について定期的に東洋水産株式会社の監査の実施を受ける。

ウ. 東洋水産グループにおいて生じ得る企業の健全性を損ないかねない事象に

関するレポートラインを整備する等して、当社と親会社及び関係会社におけ

る不適切・非通例的な取引を防止するための措置を講ずる。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

ア. 監査の職務を補助するための使用人（以下「監査補助使用人」という）を

置くことを監査役が求めた場合、当該監査役及び監査役会と協議の上で必要

な監査補助使用人を配置する。

イ. 監査補助使用人の配置は、その必要人数と具備すべき能力、権限及び監査

役の監査補助使用人への指揮命令権等を明確化した上で行われるものとする。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事異動・人事評

価・懲戒処分は監査役会の承認の上決定する。

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

ア. 監査役監査が実効的に行われるよう必要且つ適切な情報を適時に収集でき

る体制を整備する。

イ. 取締役及び使用人が各監査役の要請に応じて必要な事項をすみやかに報告

することができるようにする他、取締役及び使用人が自発的に当社及び東洋

水産グループ企業に重大な影響を与える事項を報告できる制度を整備する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア. 監査役会と代表取締役は、定期的な意見交換会を実施する。

イ. 監査役は、会計監査人から監査内容について説明を受け、情報交換を行う

など連携を取る。

ウ. 業務を執行する役員及び各営業所、工場等を統括する使用人について、定

期的に直接面談する機会を設ける。

　(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　 ① コンプライアンス体制に関する運用状況

　 当社では「ユタカフーズ行動規範」を定めるとともに、親会社の「東洋水

産グループ行動規範」を「コンプライアンス・マニュアル」に記載して全役

職員に配布、掲示しております。東洋水産法務部の協力を得て「コンプライ

アンス勉強会」を当社の全事業所において開催し、役職員の意識啓発に努め

ております。
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　 また、東洋水産グループ共通の内部通報窓口を利用し、通常の職制とは異
なる報告ルートを設けております。通報先は東洋水産内に設けられた社内窓
口、監査役、弁護士事務所の３箇所を用意し、必要に応じて、当社代表取締
役に報告されます。いずれにおいても通報者が不利益を受けない旨を規定し
ております。

　 ② 取締役の職務執行の適正性・効率性に関する運用状況
　 当社では取締役会を毎月開催しております。「取締役会規則」に基づく専決
事項は少人数である取締役全員で十分に審議を行い、また、取締役会におい
て各取締役は担当する職務の執行状況を報告し、相互にその適正性や効率性
について審議しております。取締役会の専決事項を除く職務執行上の意思決
定は、「稟議規程」に基づき代表取締役が迅速な決裁を実施し、効率性を高め
ております。

　 ③ リスク管理体制に関する運用状況
　 当社ではリスク管理に関する規程に則り、自部門に内在するリスクの把握、
分析、評価を行い適切な対策を検討、協議し必要に応じて見直しを行ってお
ります。内部監査部は当社各部門のリスク管理状況及び法令遵守状況を業務
から独立した視点でモリタリングしております。その結果は、当該部門の責
任者、担当取締役及び監査役に報告しております。

　 ④ 監査役に関する運用状況
　 社外監査役を含む監査役は、代表取締役と定期的に面談を実施し、その監
査所見に関し意見交換をするとともに、会計監査人及び内部監査部門とそれ
ぞれ年数回、情報交換会を開催することにより連携を強化しております。ま
た、監査役は当社における重要な会議等に出席し、監査に必要な情報の収集
に努めるほか、当社各部門に対して監査を実施する際には、役職員が自発的
に報告できる機会を設けております。監査役の職務を補助する専任の部署又
は担当者は設置しておりませんが、監査役は職務執行に必要な場合には、内
部監査部員に監査役の職務執行の補助を委嘱しております。

　 ⑤ その他の内部統制に関する運用状況
ア．財務報告の適正性を確保するための体制に関する運用状況
　 内部監査部は当社の財務報告に係る内部統制の整備と運用の状況について
評価を実施し、その結果は取締役や監査役に定期的に報告するとともに、会
計監査人（独立監査人）の監査を経て内部統制報告書として開示しておりま
す。

イ．反社会的勢力排除に関する運用状況
　 新規取引先との契約締結に際して反社会的勢力排除に関する記載を盛り込
んでおります。

　
　(3) 株式会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する
基本方針については、特に定めておりません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 09時44分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



貸 借 対 照 表
(平成28年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

百万円 百万円

流 動 資 産 14,247 流 動 負 債

買 掛 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他 の 流 動 負 債

固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

2,383

1,394

30

341

331

81

179

17

8

608

547

60

現 金 及 び 預 金 7,925

売 掛 金 2,050

商 品 及 び 製 品 389

仕 掛 品 25

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 232

繰 延 税 金 資 産 111

関 係 会 社 短 期 貸 付 金 3,500

前 払 費 用 5

そ の 他 の 流 動 資 産 11

貸 倒 引 当 金 △5

固 定 資 産 6,208

有 形 固 定 資 産 4,246

建 物 1,866

構 築 物 83 負 債 合 計 2,992

機 械 装 置 1,272 純 資 産 の 部

車 両 運 搬 具 10 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

17,078

1,160

1,160

1,160

18,213

167

18,046

12,220

5,826

△3,456

384

384

工 具 器 具 備 品 194

土 地 813

建 設 仮 勘 定 5

無 形 固 定 資 産 44

ソ フ ト ウ ェ ア 41

その他の無形固定資産 2

投資その他の資産 1,917

投 資 有 価 証 券 1,582

関 係 会 社 株 式 32

出 資 金 0

関 係 会 社 出 資 金 135

長 期 前 払 費 用 47

前 払 年 金 費 用 69

繰 延 税 金 資 産 2

その他の投資その他の資産 46 純 資 産 合 計 17,463

資 産 合 計 20,455 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,455
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損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

科 目 金 額

百万円 百万円

売 上 高 21,050

売 上 原 価 18,730

売 上 総 利 益 2,319

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 992

営 業 利 益 1,327

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 58

雑 収 入 41 99

営 業 外 費 用

雑 支 出 7

経 常 利 益 1,420

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 0

税 引 前 当 期 純 利 益 1,419

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 501

法 人 税 等 調 整 額 △24

当 期 純 利 益 942

― 14 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 09時44分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

百万円 百万円 百万円

平成27年４月１日期首残高 1,160 1,160 1,160

事業年度中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 - - -

平成28年３月31日期末残高 1,160 1,160 1,160

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

平成27年４月１日期首残高 167 12,220 5,162 17,549 △3,455 16,415

事業年度中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △277 △277 △277

当 期 純 利 益 942 942 942

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 - - 664 664 △0 663

平成28年３月31日期末残高 167 12,220 5,826 18,213 △3,456 17,078
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評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

百万円 百万円 百万円

平成27年４月１日期首残高 457 457 16,872

事業年度中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △277

当 期 純 利 益 942

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△73 △73 △73

事業年度中の変動額合計 △73 △73 590

平成28年３月31日期末残高 384 384 17,463
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個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式 　移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

　時価のあるもの 　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）によっております。

　時価のないもの 　移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によって

おります。

商品、原材料、貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成13年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっ

ております。

― 17 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月23日 09時44分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上することとしております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、期末在籍人員に対し、支給対象期

間に対応する支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき

計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております。

ア．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期

間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

イ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌期から費用処理することとしております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　
2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 13,217百万円

(2) 関係会社に対する債権債務

　関係会社に対する短期金銭債権 1,507百万円

　関係会社に対する短期金銭債務 936百万円

(3) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　
3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との営業取引高・営業取引以外の取引高

　関係会社との営業取引高 25,971百万円

　関係会社との営業取引以外の取引による取引高 25百万円

(2) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度期首
株式数（株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数（株)

普通株式 8,832,311 - - 8,832,311

(2) 自己株式に関する事項

株式の種類
当事業年度期首
株式数（株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数（株)

普通株式 1,883,282 235 - 1,883,517

（変動事由の概要）

　単元未満株式の買取りによる取得 235株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 138 20.00 平成27年３月31日 平成27年６月26日

平成27年10月30日
取締役会

普通株式 138 20.00 平成27年９月30日 平成27年12月７日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度と

なるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年６月23日
定時株主総会

（予定）
普通株式 利益剰余金 138 20.00

平成28年
３月31日

平成28年
６月24日

(4) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　

5. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社の資金運用については、短期運用の預金等に限定しており、資金調達
については、自己資金において賄っております。

②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに影響を受けま

す。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、与信管理部署にお
いて、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い、主な取引先の信用状況を
年度毎に把握する体制を整えております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに影響を受けます。当該リスクに
関しては、経理部において定期的に時価や発行体（主に取引先企業）の財務
状態等を把握する体制を整えております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日でありま

す。
デリバティブ取引の執行については、個別契約ごとに承認を得て実行し、

デリバティブの利用にあたっては信用リスクを軽減するために、格付の高い
金融機関とのみ取引を行うことにしております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものは含まれておりません。

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1)現金及び預金 7,925 7,925 ―

(2)売掛金 2,050 2,050 ―

(3)関係会社短期貸付金 3,500 3,500 ―

(4)投資有価証券

　 その他有価証券 1,581 1,581 ―

資産計 15,058 15,058 ―

(5)買掛金 1,394 1,394 ―

(6)未払法人税等 331 331 ―

負債計 1,725 1,725 ―

(注) 1．金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、及び(2)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

(3)関係会社短期貸付金

親会社である東洋水産株式会社への貸付金であります。当社の意向により随時貸付金の回収

が可能であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

(4)投資有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(5)買掛金、及び(6)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

2．非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有

価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1)現金及び預金 7,925 - - -

(2)売掛金 2,050 - - -

(3)関係会社短期貸付金 3,500 - - -

合 計 13,476 - - -

6. 賃貸等不動産に関する注記

重要な賃貸等不動産はありません。
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7. 税効果会計に関する注記

　(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

　賞与引当金 54百万円

　未払事業税否認 23百万円

　退職給付引当金 164百万円

　その他 67百万円

　繰延税金資産小計 309百万円

　評価性引当額 △13百万円

　繰延税金資産合計 295百万円

(繰延税金負債)

　前払年金費用 △20百万円

　その他有価証券評価差額金 △160百万円

　繰延税金負債合計 △181百万円

　繰延税金資産の純額 113百万円

　(2)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する

等の法律」が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年

度の32.4％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４月１日から平

成30年３月31日までのものは30.3％、平成30年４月１日以降のものについて

は30.1％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が

５百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が13百万円、その

他有価証券評価差額金が８百万円それぞれ増加しております。
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8. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

(％)

関 係 内 容

役員の兼任等
(名)

事業上の関係

親会社
東洋水産
㈱

東京都
港区

18,969
即席食品等
の製造販売

直接 50.9
間接 0.0

兼任１
同社の製品を
受託製造

取 引 内 容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)

営業取引

製品の販売 15,919 売掛金 1,503

原料等の購入 9,982 買掛金 926

販売経費他 65 未払費用 9

その他 37
その他の
流動資産

1

営業取引以外
の取引

資金運用 3,500
関係会社
短期貸付金

3,500

受取利息 18
その他の
流動資産

1

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 製品の販売価格については、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の

上、一般的取引条件と同様に決定しております。

(2) 原料等の購入価格については、東洋水産㈱が仕入先と価格交渉した価格により購入して

おりますが、取引条件的に劣ることはありません。

(3) 貸付金利については、市場金利を勘案して決定しております。

2. 取引金額には消費税等は含まれませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

9. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,513円18銭

(2) １株当たり当期純利益 135円59銭

（期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき算出し

ております。）

※ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益 942百万円

普通株式に係る当期純利益 942百万円

普通株式の期中平均株式数 6,948,903株

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年５月10日

ユタカフーズ株式会社
取 締 役 会 御 中

名古屋監査法人

代表社員
業務執行社員

　公認会計士 中 田 惠 美 ㊞

業務執行社員　公認会計士 魚 住 康 洋 ㊞
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ユタカフーズ株式会社の平成27年

４月１日から平成28年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な

虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し

た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附

属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため

の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ

の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適

正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細

書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第76期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判
断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい
て検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告
に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利
益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて
の取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人名古屋監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月12日
ユタカフーズ株式会社 監査役会

常勤監査役 奥 田 裕 治 ㊞
監 査 役 山 下 透 ㊞
監 査 役 津 田 明 人 ㊞

(注) 監査役山下透及び監査役津田明人は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外
監査役であります。

　

以 上
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株主総会参考書類
　

　議案及び参考事項

　 第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　当社の配当方針につきましては、企業体質の強化と今後の事業展開に備えさ

せていただきますとともに、安定的な配当の継続を基本としております。

　当期の期末配当につきましては、財務状況を総合的に勘案し、１株につき普

通配当20円とさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円 総額138,975,880円

(注) 中間配当金20円を含め年間配当金は１株につき40円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年６月24日

　

　 第２号議案　取締役７名選任の件

　取締役７名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

１

はし もと あつし

橋 本 淳
(昭和41年４月27日生)

平成元年４月 東洋水産株式会社入社

2,000株

平成19年６月 株式会社酒悦取締役

平成23年４月 同社代表取締役社長

平成27年６月 当社代表取締役専務

現在に至る

※
２

か がわ たか ひろ

香 川 崇 弘
(昭和30年３月１日生)

昭和55年４月 東洋水産株式会社入社

1,000株
平成27年５月 同社中京事業部長

平成28年５月 当社顧問

現在に至る

３

ほり かつ み

堀 克 己
(昭和28年２月15日生)

昭和50年４月 東洋水産株式会社入社

10,214株

平成13年４月 当社第二営業部長

平成13年６月 当社取締役

平成17年４月 当社営業本部長

現在に至る

平成20年６月 当社常務取締役

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略 歴、 地 位、 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

４

まき きよ ただ

牧 清 忠
(昭和33年11月14日生)

昭和56年４月 当社入社

9,715株

平成20年７月 当社生産管理部長

平成22年６月 当社総務部長

現在に至る

平成22年６月 当社取締役

現在に至る

５

かわ い しん いち

川 合 信 市
(昭和30年８月28日生)

昭和54年４月 当社入社

7,927株

平成17年４月 当社研究開発室長

平成19年９月 当社鳥取工場長

現在に至る

平成26年６月 当社取締役

現在に至る

平成27年６月 当社生産本部長

現在に至る

６

おお しげ ため つぐ

大 茂 為 継
(昭和39年３月17日生)

平成４年９月 株式会社マルモ入社

-株

平成13年６月 同社取締役

平成15年６月 同社代表取締役専務

平成17年７月 同社代表取締役社長

現在に至る

平成26年６月 当社取締役

現在に至る

７

なか むら よし のぶ

中 村 好 伸
(昭和25年12月30日生)

昭和48年４月 株式会社カネナカ商店入社

-株

平成６年６月 同社代表取締役社長

平成22年２月
株式会社カネナカホールディン

グス代表取締役社長
現在に至る

平成27年６月 当社取締役

現在に至る

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 各取締役候補者の所有する当社の株式の数は、役員持株会の名義で所有する持分株数を含め

ております。

3. ※は新任取締役候補者であります。

4. 大茂為継氏は社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ており、同氏が原案どおり選任され

た場合、引き続き独立役員となる予定であります。なお、同氏の当社社外取締役としての在

任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。

5．大茂為継氏は、長年にわたり株式会社マルモの代表取締役社長を務められており、経営者と

しての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の

経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくた

め、社外取締役として選任をお願いするものであります。

6．当社は、大茂為継氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額

を限度とする契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当該契約を継続する

予定であります。

7. 中村好伸氏は社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ており、同氏が原案どおり選任され

た場合、引き続き独立役員となる予定であります。なお、同氏の当社社外取締役としての在

任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。
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8．中村好伸氏は、長年にわたり株式会社カネナカ商店の代表取締役社長を務められ、現在は株

式会社カネナカホールディングスの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富

な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に

助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取

締役として選任をお願いするものであります。

9．当社は、中村好伸氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額

を限度とする契約を締結しており、同氏が原案どおり選任された場合、当該契約を継続する

予定であります。

　
　 第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役山下透氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

いし かわ さと し

石 川 吏 志
(昭和29年２月４日生)

昭和51年３月 株式会社三和化学研究所入社

-株平成20年６月 同社常勤監査役

現在に至る

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 石川吏志氏は社外監査役候補者であります。

3. 石川吏志氏が原案どおり選任された場合、新たに東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各

規則に定める独立役員となる予定であります。

4．石川吏志氏につきましては、株式会社三和化学研究所勤務を通して食品業界と企業活動に関

する知識があり、監査役としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任

をお願いするものであります。

5．当社は、石川吏志氏の選任が承認された場合、同氏と会社法第423条第１項の損害賠償責任

を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。

　

　 第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって取締役を退任される古里親氏に対し、在任中の労に

報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いた

したく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いた

いと存じます。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

ふる さと ちかし

古 里 親

平成７年６月 当社取締役

平成10年６月 当社常務取締役

平成17年６月 当社専務取締役

平成19年６月 当社代表取締役社長

平成27年６月 当社代表取締役会長兼社長

現在に至る

以 上
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至名古屋 至名古屋

至河和

東大高

至豊丘

富貴中

富貴小

富貴支所
富貴駅東

武豊中

当社

中根５

向陽４

金下

里中

武豊I.C.

嶋田

衣浦小

247

武豊町役場

武豊高

武豊I.C.

病院

総合体育館

武豊町民会館
名
鉄
河
和
線

知
多
武
豊
駅

知
多
半
島
道
路

富
貴
駅

武
豊
駅

JR
武
豊
線

知
多
東
部
線

株主総会会場のご案内図

会 場 愛知県知多郡武豊町字大門田11番地
武豊町民会館 響きホール

交通機関
名鉄河和線 知多武豊駅よりタクシーで５分
JR武豊線 武豊駅よりタクシーで７分
知多半島道路 武豊ICより車で５分
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